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１ 感染症、災害関連
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基準第４２条（第７９条で準用）

障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛

生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正

に行わなければならない。

事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。

手指を洗浄するための設備や使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対

策を講じること。

○必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を保つこと。

○特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、

その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これ

にも基づき適切な措置を講じること。

○空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 （解釈通知から）
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１ 感染症、災害関連

衛生管理等について



○各種委員会の設置、必要な措置をとること。
委員会設置が必要な事項
・感染症、食中毒まん延防止（R6.3.31まで経過措置）
・身体拘束適正化（施行済み）
・虐待防止（施行済み）
必要なこと
・専任の担当者の設置、必要な措置の推進
・定期的な委員会の開催（委員の人選）と議事内容の周知
・必要な様式、指針の策定と運用
・定期的な研修の実施、新規採用時の随時教育
・訓練（感染症）

災害対策とともにR3条例改正で新設された項目ですので重要なものです。経過措置が
あるものは準備が必要な領域です。期限までに対応をお願いします。

身体拘束については次年度以降減算の対象（委員会関連が対象化する。記録は施行
済み）。 5

４ 事業所運営について

各種委員会の設置



防災関係各種計画について

業務継続計画（BCP）

非常災害対策計画

避難確保計画（水防法等）

消防計画（消防法）

・指定をうけて障害サービスを実施する施設・事業所においてサービス毎に作成義務有
（令和3年4月改正）
・令和6年3月31日まで経過措置あり。

・指定をうけて障害サービスを実施する施設・事業所のうち、入所系施設・通所系施設について
サービス毎に作成義務有
・訓練への地域住民の参加は努力義務

・非常災害計画作成対象のうち、市町村地域防災計画に規定された施設・事業所
（川崎市洪水ハザードマップ・土砂災害ハザードマップの被災想定区域に該当する
施設・事業所）について作成義務有
・作成したものを川崎市（危機管理本部）に提出義務有

・入所施設（短期入所・GH含む）の場合、収容人員が10人以上、
通所施設の場合、収容人員が30人以上の施設について、作成義務有。
・作成したものを消防署に提出義務有



基準第３９条の２（準用第７９条）

事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する（サービス）の提供

を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るために計画を策

定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

２ 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとする。

早急に対応できるよう体制を構築してください。（R3.4.1施行、R6.3.31までの経過措置）

（解釈通知から）

次のような項目を記載すること：平時からの備え、対応、初動体制・緊急時の対応、（感染）感染

拡大防止体制の確立、（災害）他施設及び地域との連携

年1回以上の定期的な教育、新規採用時に別の研修の実施。年1回以上の訓練の実施。訓練は

机上、実地での実施を適切に組み合わせて実施する 7

１ 感染症、災害関連

業務継続計画の策定について



基準第４１条（準用第７９条）

事業者は、消火設備その他の非常災害に最低必要な設備を設けるとともに、非常災害

に対する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通知および連携体制を整備

し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

２ 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に非難、救出その他必要な訓練を行わな

ければならない。

３ 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう

連携に努めなければならない。

（解釈通知から）

・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備＝消防法令の規定による

・非常災害に関する具体的計画＝消防計画、及び風水害、地震等の災害に対処するための計画。

川崎市では不審者対応も含めるよう指導している。

・関係機関への通報及び連絡体制の整備＝消防機関への通報、消防団、地域住民との連携
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非常災害対策について



洪水、土砂崩れ、津波（市内に指定地域なし）の各ハザードマップ上で被害が予想されて

いる場所に存在する事業所（要配慮者利用施設）については、想定される浸水等に対し

避難の行動、経路、手段の確保、避難訓練等に関する事項の計画を立て、危機管理本

部に提出する必要があります。

なお、非常災害対策計画に「避難確保を図るための施設の整備」「防災教育及び訓練の

実施」の項目を追加すれば、避難確保計画を作ることが可能とされています。

関連法令

洪水関係→水防法

土砂災害関係→土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

津波関係→津波防災地域づくりに関する法律

（参考）「非常災害対策計画と避難確保計画の比較」

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/anzen/index.data/02keikaku

hikaku.pdf 9

１ 感染症、災害関連

避難確保計画について



防火対象物としての通所支援事業所は、床面積に応じた消防設備を備えるほか、

利用者、従業者あわせて30名以上が同時に収容される場合は防火管理者を選任し、消

防計画として初期消火の行動、避難その他消防法令に規定する事項に関する計画をた

て、計画に基づき年2回以上訓練を実施する必要があります。（計画、訓練の実施状況

については管轄消防署に報告する必要があります。）

なお、消防計画又はこれに準ずる計画を立てていない事業所では、非常災害対策計画

に消防計画の内容を含め、訓練を実施する必要があります。

防火対象物について→消防法第17の２の５②４、消防令第34条の4②、消防令別表第1（６）

消防用設備等→消防法第17条、消防法第17条の3の2、消防令第35条

防火管理者→消防法第8条①、②、消防令第3条

消防計画の記載事項→消防規則第3条第1項第1号

訓練について→消防規則第3条第10項、11項

内装などについて、防災対象物品を使用すること→消防法第8条の3、消防令第4条の３、消防規

則第4条の3②

（参考）「消防計画作成の手引き」（川崎市消防局）

https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/15-13-1-1-17-0-0-0-0-0.html
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消防計画について



〇業務継続計画、非常災害対策計画は全事業所作成が必要です。
・・・業務継続計画と非常災害対策計画は、盛り込むべき項目が違いますが、関連した部分もあ

ります。

→業務継続計画と非常災害対策計画を兼ねる計画をまず作成し、充実させてから分離する方

法も考えられます。

（非常災害対策計画は、火災のほか地震、風水害等自然災害、不審者対応など様々な状況を

想定し訓練の実施も計画します。訓練への地域住民の参加は努力義務です。

業務継続計画はR3改正で新設された項目で、R6.3.31までの間に対応を求められる計画です。）

〇非常災害対策計画を発展させて避難確保計画を作成する
・・・洪水、土砂災害、津波の各ハザードマップ上の想定区域内に事業所がある場合は避難確保

計画の作成が必要ですが、重複する内容もあるので、非常災害対策計画に内容を追加して作

成することが可能です。

〇消防計画に自然災害等の内容を追加して非常災害対策計画を作成する 11

１ 感染症、災害関連

事業所に関係する災害関連の計画



 日ごろから、自然災害等が起きた時のことを想定

早めの行動（レベル３での避難、事前の閉鎖）の意識合わせ、備蓄が大事

 非常災害対策計画、連絡体制を具体的に定め、周知しておく
・・・ 火災、風水害、地震、都市災害等を想定して計画を作成する。

消防団、近隣関係者、従業者間等連絡体制を決め、周知しておく。

必要な事業所は消防計画、避難確保計画の提出をする。

 救助、避難等の訓練を実施する（不審者対応含め）
・・・ 利用者、近隣関係者等を含めて複数回、様々な想定で訓練を行う。

顔つなぎも含め、避難所に行くなどもしておく。

 事業継続計画（BCP）の策定、周知
・・・ 発災時の参集、直後に実施する内容などを定めておき、研修等で周知する。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/do

uga_00003.html

国のBCP関連情報も参照してください。 12
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発災時でも困らないように



基準第５３条（第７９条で準用、川崎市の独自基準です）

定期的に施設及び設備の点検を行うとともに、従業者への教育その他事故防止の

ため必要となる対策を講じなければならない。
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○配慮すべき構造の例：絡まり・引っかかり対策、挟み込み対策、簡単に外れない

○日常点検の着眼点の例：ゆがみ、たわみ、ゆるみ、脱落、ひび、破損、さび、腐食、

経年劣化、塗料の剥離、きしみ、摩耗、傾き、欠損、害虫

「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」参照

「児童福祉施設等に設置している遊具等の安全確保について」（平成２０年８月２９日雇児総発第

0829002 号、障障発第0829001 号）

＜指摘例＞

・地震発生時に転倒の可能性のある、固定されていない備品があった。

・子どもの頭より高い位置に、落下の危険性がある備品が置かれていた。

→ 最初から棚は固定をする、訓練室内に重いものを置かない。上の方にものを置かない

１ 感染症、災害関連

事故防止の対策 川崎市独自基準



〇送迎車の安全の確保

・・・事業所で度重なる交通事故の発生。順路上の危険の確認。

・・・運転手の安全確保、万が一の際に利用児がいるなかで警察、保
護者、市への対応などを考慮し、運転手以外にもう一人添乗するこ
と。

〇離設、行方不明児の発生を防ぐ

・・・利用児の特性を考慮し、特に外出時十分な同行者を用意する。

○棚を固定する、棚の高いところに重いものを置かない、遊具の安全
性を点検する等、利用者の安全を十分に確保する措置をとる

・・・遊具が落下し不信感を持たれたため利用者が退所した。
14
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安全の確保に関する事項



●事故が起こったときは

⇒まずは電話で事業者指導、支給決定区に第一報を入れる。

それから 「事故報告書様式」を事業者指導担当に提出

〇死亡等重大事故→ヒアリングも実施。発生要因と予防策の分析はしっかりする。

〇特に多い事故→行方不明、ボール使用、ジャンプなどでの骨折、打撲、服薬トラブル

●報告書作成時の留意事項

事故の概要は時系列にわかりやすく整理する。事故が発生した原因の分析をしっかり行う。予防

策を十分検討する（注意、注視する、情報共有を図るは不十分。） 15

１ 感染症、災害関連

基準第５４条（第７９条で準用）

支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに当該障害児の家族、市、通所給

付決定を行った市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

事故発生時の報告



●報告対象

死亡 骨折、けが 誤嚥

食中毒 感染症 所在不明

法令違反、不祥事の発生

その他報告が必要と認められる事故…事業者、利用者間のトラブルに発展、など

「事故報告取扱要領」と様式については

（格納先） 「障害福祉情報サービスかながわ」⇒「書式ライブラリ」⇒「３．川崎市か

らのお知らせ」⇒「10. 各種様式（請求・事故報告関連）」⇒「１．共通」⇒「２０１７／０３

／２３付」 を参照してください。

・また、事故、事故に準じるもの（ヒヤリハット）は記録・保管する

とともに事故予防の検討材料にしてください。
16
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２ 障害児通所支援事業とは

17



18

２ 障害児通所支援事業とは

児童福祉法（以下、「法」という。）第6条の2の2 で定義される事業。

児童発達支援＝法第6条の2の2 第2項
～とは、障害児につき…施設に通わせ、日常生活における基本的な
動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の…便
宜を供与することをいう。

放課後等デイサービス＝同 第4項
～とは、学校教育法第1条に規定する学校に就学している障害児に
つき、授業の終了後又は休業日に…施設に通わせ、生活能力の向上
のために必要な訓練、社会との交流その他の便宜を供与することを言
う。
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２ 障害児通所支援事業とは

基準条例に定める各サービスの基本方針は次のとおり。

児童発達支援＝条例第5条
児童発達支援…の事業は、障害児が日常生活における基本的動作
及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、
当該障害児の心身の状況及びその置かれている環境に応じて適切か
つ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。

放課後等デイサービス＝条例第73条
放課後等デイサービス…の事業は、障害児が生活能力の向上のた
めに必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当
該障害児の心身の状況及びその置かれている環境に応じて適切かつ
効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。
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２ 障害児通所支援事業とは

⇒障害児通所支援事業は、法律の定義、
条例の基本方針を満たすものでなければ
ならない。

ただ単に利用児を預かればいいものではない。

・事業所内でゲームばかりしてる、動画ばかり見せている、プリントを
やらせている、という苦情もあります。

また、親のニーズを満たせばよいものではなく、当該障害児のニーズ
に着目して行うものである。
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２ 障害児通所支援事業とは

公費を投入して実施する事業である。

⇒実施に当たり国民に説明し、理解が得られる必要がある。

公的な事業である以上、公平性、公正性が問われることになる。

⇒公平、公正、安全の観点から基準は作成されている。
基準に従い運営することは最低限の公平性、公正性、安全性を担保
することにつながる。



３ 指導・監査について

22



３ 指導・監査について

● 集団指導

本市が指定の権限を持つ指定障害児通所支援事業者等に対して、

必要な指導の内容に応じて、一定の場所に集めて行う指導。

● 実地指導

本市が指定の権限を持つ指定障害児通所支援事業者等に対して、

指定障害児通所支援事業者等の事業所において実地に行う指導。

指導の実施

児童福祉法第５７条の３の２の規定に基づき、
「川崎市指定障害児通所支援事業者等指導実施要綱」を作成し実施

23



３ 指導・監査について

● 監査

支援内容等が行政上の措置に該当する内容であると認められる場

合もしくはその疑いがあると認められる場合又は障害児通所給付等

に係る費用の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等

において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採る。

監査の実施

児童福祉法第21条の5の2２の規定に基づき、
「川崎市指定障害児通所支援事業者等監査実施要綱」を作成し実施

24
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３ 指導・監査について

指導の目的

指定事業者が児童福祉法及び関連法令等の規定に基づいて、支援
及び請求等に関する事項について周知徹底することにより、障害児通
所支援等の質の確保及び障害児通所給付等の適正化を図ること。

監査の目的

指定事業者の給付対象サービス等の内容について児童福祉法及び
関係法令等に定める行政上の措置に該当する内容であると認められ
る場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は給付に係る費
用の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合において、
事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とす
る。
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〇川崎市例規集
http://www.reiki.city.kawasaki.jp/kawasaki/d1w_reiki/mokuji_index.html
・「川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」
（平成24年12月14日条例第５４号）

〇e-gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164
児童福祉法
ほか、障害者虐待防止法
〇厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html
・「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準に
ついて」（平成24年3月30日障発0330第12号）
・「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算
定に関する基準」（平成24年3月14日厚生労働省告示第122号）
・「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算
定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成24年3月30日障発
0330第16号）
・「厚生労働大臣が定める一単位の単価」 （平成１８年厚生労働省告示第５３９号）

３ 指導・監査について



３ 指導・監査について

事実 詳細

不正の手段による
指定

・従業者の員数が不足していることを知りながら申請書を作成し、不正に指定を受けた。
・指定申請の際、常勤でない児童発達支援管理責任者を常勤として申請し、指定を受けた。

人員基準違反
・児童発達支援管理責任者が不在（常勤・専従でない）であった。
・従業員の人員基準を満たす配置がされていなかった。

不正請求

・児童発達支援管理責任者や従業員が不在にも関わらず、人員欠如減算を行わない上、児
童発達支援管理責任者専任加算を不正に請求、受領していた。
・障害児通所支援計画作成業務が不適切にも関わらず、給付費を不正に請求、受領していた。

虚偽報告
・勤務実態のない児童発達支援管理責任者の虚偽の勤務実績を提出した。
・定員超過について、請求実績と整合とるために日報等を書き換え、監査においても提示した。

虚偽答弁
・監査において、児童発達支援管理責任者の出勤状況について、虚偽の答弁を行った。
・実際には勤務していない従業者が勤務していたと、管理者が虚偽の答弁を行った。

人格尊重義務違反
・利用児童に対し、身体的虐待（蹴る等）や心理的虐待（大声で怒鳴る等）を行っていた。
（障害者虐待防止法と関連することがあります。）

運営基準違反

・個別支援計画を児童発達支援管理責任者以外の者が作成し、利用者や保護者に説明を
行っていた（児童発達支援管理責任者の資格要件を満たしていても、市への届出がない者は
児発管とならない。）、作成に係る業務が適切に行われていなかった。
・指導・訓練を行っていない日があった（従業者以外の者が行っていた）、サービスを提供した
都度必要事項を記載していなかった。

27

児童福祉法第21条の５の２４各号により指定取消し、指定の全部または一部の効力を
停止することができる。



３ 指導・監査について

本市における過去の行政処分から

28

行政
処分 指定取消し

処分
の
理由

・ 事業所の指定申請時に児童指導員として届け出た従業者について、
当該従業員は実際には資格要件を満たしていないにも関わらず実務経
験証明書を偽造して提出した。
また、開設当初から児童指導員が一切勤務せず、市が条例で定める人
員基準を満たさないことを認識していながら、それを偽って指定の申請
を行い、指定を取得した。
加えて、人員基準を満たしていない状態にも関わらず、人員欠如減算を
行わず、障害児通所給付費を不正に請求し、受領していた。
・事業所内で虐待が行われた事実を把握していながら市に報告をして
いなかった。
・ 監査において、虚偽の運営日誌を提出した、等。

不正な手段による指定

人員基準違反
不正請求
人格尊重義務違反
運営基準違反
虚偽申告



３ 指導・監査について

本市における過去の行政処分から

29

行政
処分 指定の全部の効力を６月停止

処分
の
理由

・ 常勤専従の児童発達支援管理責任者を配置していないにも関わらず、
児童発達支援管理責任者欠如減算を行わず、障害児通所給付費を不
正に請求、受領していた。
・ 勤務する見込みのない児童発達支援管理責任者の変更届を提出し、
不在であったにも関わらずあたかも勤務していたかのように偽り、運営を
継続した。
・ 監査において、実際には勤務実態のない児童発達支援管理責任者
が、勤務しているという勤務実績を提出し、虚偽の報告を行った。

人員基準違反
不正請求
運営基準違反
虚偽申告
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〇必要な知識を一斉に伝達する場である集団指導を欠席することは、把握し
ておくべきことが分からないまま事業所運営をしている可能性があるため、実
地指導の優先度が高まります。

〇虐待が疑われる、不正不当が疑われる場合、その他事業所運営の状況把
握にために必要な場合は、事前の通知は必須ではないため予告なく指導・監
査を実施するなど市の対応も変わることがあります。

〇指導・監査の実施に際して、事前に資料の写しの送付を求めること、確認
の際に書類の写しを求めることがあります。すぐ用意できない場合は期限内
に送付いただくこともあります。

〇指導・監査の実施に際して、1日で終了するとは限りません。特に監査では
詳細な調査を実施するため、開始日以降も何度もやり取りが発生することが
あります。

３ 指導・監査について



４ 事業所運営について
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４ 事業所運営について

● 特に指摘の多い項目

① 通所支援計画→計画未作成減算、運営基準違反

② 事業所内の体制→人員基準違反、不正請求、届出

③ 定員の順守 →運営基準違反、安全性の確保

④ 請求関連 →加算の過誤、不正請求

⑤ 掲示、使用様式に関すること →利用者への説明

⑥ 身体拘束等の禁止

これまでの実地指導から

32



４ 事業所運営について

● 各利用児の支援について、従業者だけでなく保護者とも共有する

一方、利用児に必要な支援を明らかにし、保護者の要望に偏らせない

ための重要なツールである。手順通りの作成が確認できなければ未

作成と判断し、未作成減算の対象となる場合があります。

① 作成担当は 児童発達支援管理責任者 である

② 作成手順が基準で決まっている＝面接、会議録等も含め、

アセスメント以降の各過程の記録を保管する

③ 必要な項目も基準で決まっている

④ 作成に当たり、要望だけではなく解決すべき課題も評価

⑤ 利用者等への説明、同意、交付

⑥ 作成した後にも随時見直し、必要なら変更を行う

通所支援計画とは
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事業所運営について４

通所支援計画作成の流れ

アセスメント

•児童発達支援管理責任者は、計画作成に当たり、適切な方法により、障害児について、アセ
スメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。

•アセスメントは保護者及び障害児に面接して行う。

原案作成

•児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、保護者及び障
害児の意向、総合的な支援方針、生活全般の質を向上させるための課題、目標及びその達
成時期、サービスを提供する上での留意事項等を記載した計画の原案を作成する。

•児童発達支援管理責任者は、他の福祉サービス等との連携に努めなければならない。

会議の

開催

•児童発達支援管理責任者は、計画作成に係る会議を開催し、計画の原案について意見を求
める。

•会議は利用者に対するサービス提供にあたる担当者等を招集して行う。
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事業所運営について４

交付

•児童発達支援管理責任者は、計画の内容について保護者及び障害児に対して説明し、文書
によりその同意を得なければならない。

•計画を作成した際には、保護者に交付しなければならない。

モニタリング

•児童発達支援管理責任者は、計画作成後、計画の実施状況の把握（障害児についての継続
的なアセスメントを含む）を行う。 ⇒ モニタリングの実施

•モニタリングにあたっては、保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情がない限り、
次の方法により行う。 ①定期的に保護者及び障害児に面接 ②モニタリング結果を記録

見直し

•児童発達支援管理責任者は、少なくとも６月に１回以上、計画の見直しを行い、必要に応じて
計画の変更を行う。
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４ 事業所運営について

通所支援計画の説明・同意及び交付について

通所支援計画の内容について、保護者及び障害児に対して説明し、文書によりその

同意を得なければなりません。社会通念上その者がしたと判断できれば、必ずしも印

鑑を押す必要はありません。

通所支援計画には、保護者及び障害児への説明、同意及び交付日等が確認できる

よう、次のような記載をすることをお勧めします。なお、保護者及び障害児への説明は

児童発達支援管理責任者が行う必要があり、作成、説明についても記録を要します。

【 例 】

児童発達支援（放課後等デイサービス）計画

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上記計画について説明を受け、同意し、交付を受けました。

○年○月○日 氏 名 ○○ ○○

保護者氏名 ○○ ○○

説明者 ○○ ○○
36



〇管理者、児発管のほか、定員か利用者数のどちらか多い方に対して配置が必
要な数の保育士、児童支援員等を配置する。

○管理者、児発管、直接支援職員の常勤、専任要件について確認をする。

○従業者が変わるたびに有資格であるかどうかを確認する必要があるため変更
届（加算に影響する場合は体制届も）提出する。

○療育の時間以外（送迎に出ている時間等）を含め、事業所を訪ねたものを受
け入れる体制を維持しておく必要がある。

〇運営規程に位置付けた営業時間により減算となる可能性がある。

☆実務経験を偽る、代表者印の偽造など虚偽書類で申請を受けた場合は指定
日に遡及して取消す場合がある。また、名義貸しなども著しい不正不当であり
、組織的な関与を認めれば、悪質性は過重する。

37

４ 事業所運営について

事業所内の体制に関する事項



○苦情対応について必要な措置が講じられていない。（第51条）

（寄せられる苦情の例）

・同意をしていない事項について請求される

・従業者数が少ない

・利用予定日なのに利用ができなかった

【苦情対応について必要な措置】

① 相談窓口の設置
苦情受付、相談受付窓口としての連絡先、担当者の明確化および設置

② 苦情解決の体制及び手順等の明確化
どのメンバーで、どのような手順を経て苦情解決にあたるのかということの明確化

38

４ 事業所運営について

苦情対応についての事項



○届け出た定員（1日あたり、1度の利用の上限）は守る（第40条）

〇川崎市では振替という考え方はとらない

計画通りに曜日を固定して利用することが原則

○定員を超過して利用者を受け入れ報酬を請求できるのは

「災害、虐待その他やむを得ない事情がある」場合だけ。

常に利用定員超過をして受入、請求をしていいわけではない

39

４ 事業所運営について

定員の遵守に関する事項



○基準に満たない人員配置をしているにもかかわらず減算せず請求
をした（人員欠如減算）

〇人員配置が要件を満たしていないにもかかわらず加算を請求した
（配置加算、加配加算）

〇欠席時対応加算で、次回につながる指導をしていない、記録を残し
ていない等要件を満たさず請求をした

〇家庭連携加算、事業所内相談支援、関係機関連携加算で、要件を
満たさず請求した（送迎時の連絡、伝達、事業所内で計画関係の面
接で請求する、会議の記録を残していない等）

〇延長支援加算で、計画等の要件を満たさず請求をした

〇処遇改善加算で、提出した計画のとおり必要な措置を講じていない

40

４ 事業所運営について

加算、請求関係の主な指摘事項

人員配置に関係するもの、加算の要件などは十分確認の上請求を行ってください。



（記録の整備）

…事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければな

らない。

２ …事業者は、利用者に対する…サービスの提供に関する記録を整備し、当該指

定居宅介護を提供した日から５年間保存しなければならない。

※ 少なくとも次に掲げる記録を整備すること

・ 個別支援計画
・サービスの提供の記録
・市町村への通知に係る記録（不正請求に関するもの等）
・ 苦情の内容等の記録
・ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

41

４ 事業所運営について

記録の整備について



基準第２７条第３項、第４項（第７９条で準用）

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、自ら評価を行うとともに、障害児

の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならない。

・当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の

特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況

・従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況

・指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況

・関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況

・当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、

助言その他の援助の実施状況

・緊急時等における対応方法及び非常災害対策

・指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況

おおむね１年に１回以上、評価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しな

ければならない。

４ 事業所運営について

自己評価結果公表について
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① 事業所が自ら評価を行う
② 障害児の保護者による評価を受ける
⇒ 結果を事業運営に反映させて、常に質の改善を図ります。

自己評価結果等の公表が適切に行われず、川崎市に届出され
ていない場合は、未公表減算の対象となります。
（体制届様式の別紙２１）
（開所後1年後以降は実施する）

ステップ１
保護者等に
よる評価

ステップ２
従業者による
自己評価

ステップ３

事業所全体
による
自己評価

ステップ４
自己評価
結果の公表

ステップ５
支援の改善

43

ステップ２
保護者等に
よる評価

ステップ１
従業者による
自己評価

児童発達
支援

放課後等
デイサービス

４ 事業所運営について

自己評価結果公表について



○利用の検討に資する情報は、常に閲覧可能な状態にすること。

・ 運営規程の概要

・ 従業員の勤務の体制

・ 協力医療機関

・ その他サービスの選択に資する事項

⇒ 掲示に代えて自由に閲覧できるよう備え付けることでもよい

44

４ 事業所運営について

掲示物に関する事項



○契約書、重要事項説明書を交付していない。

○法令名、サービス名、連絡先の記載誤り。

○利用者署名欄、住所、年月日の記入がない。

○説明、同意、交付の確認ができる記録がない。

○成年後見人等の本人確認（後見登記事項証明書等による

確認）および、代理行為目録の確認を行っていない。

○契約書・重要事項説明書・運営規程の間で記述が相違している。
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４ 事業所運営について

契約書、重要事項説明書、運営規程に関する事項



条例第45条（準用第79条）
○身体拘束防止のための措置を講じること。

・委員会の設置、専任担当者の設置

・方針の策定、検討事項の従業員への周知

・研修（新任、従業者への定期的な実施）

・報告様式の整備

（従前から）身体拘束を行う際は記録すること。

障害者虐待防止法とも関連する項目です。虐待等の禁止（第４６条）とともに
体制を整え、身体拘束をしない支援、虐待が発生しない事業所運営をしてくださ
い。

R5年度から身体拘束未廃止減算の項目が増えます。
46

４ 事業所運営について

身体拘束等の禁止について



実地指導の際には、保存されている自己点検シートも提出していただきます。

基準省令、基準条例、報酬告示等の内容をまとめた自己点検シートをらくらく

に掲載しています。これは、事業所運営が基準に沿っているかわかりやすく確

認できるものになっております。

市内の各事業所の管理者は、自己点検シートが更新されるたびにらくらくか
らダウンロードし、これを用いて日頃の事業所運営を見直し、記入を終えた
シートの内容を従業者に周知し、市に実施の有無を報告し改善事項にとりくむ
とともに、実施後５年間保存するようお願いいたします。

時間が限られる実地指導ですべてを指導できないので、ツールを使い運営を
見直しましょう。
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４ 事業所運営について

自己点検シートの自主的実施について



５ ガイドラインについて

48



〇国が児童発達支援

放課後等デイサービス

それぞれについて運営上ポイントとなる点について

基準に準じて定めている。

○市では放課後等デイサービスガイドラインについて、

国のガイドラインの一部について、

解釈を 示すものとしてガイドラインを公表している。

○事業所運営上のポイントとなるものなので、参照して

事業所運営を行ってください。

49

５ ガイドラインについて

ガイドラインについて



・ガイドラインは市がサービス提供上重視
している点について、国のガイドラインの
解釈として示しているものです。

・必ず内容については確認してください。

・ここでは特に注意をしていただきたい
ポイントについて、ページ数と解釈の
内容を申し上げます。
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５ ガイドラインについて

市の放課後等デイサービスガイドラインについて



P3 放課後等デイについて

…単なるお預かりではない

51

５ ガイドラインについて

市の放課後等デイサービスガイドラインについて



P2、16 自己評価公表制度について

…保護者、従業者の評価から見える改善点に
ついて公表します。

P4～P6 保護者への対応について

…保護者への支援の明記

保護者の要望を聞くだけの計画作成ではな
く、利用児の最善の利益という視点

サービス提供の内容
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５ ガイドラインについて

市の放課後等デイサービスガイドラインについて



P49 送迎
…運転士と添乗従業者の複数対応をすること
P9 リスクとマニュアル

P10 SNSの利用について
…不適切なつながりをしないこと。
欠席時対応加算、代替支援としては不適
加えてSNSからの情報流出事故に注意

P12 避けていただきたい事業所の環境
53

５ ガイドラインについて

市の放課後等デイサービスガイドラインについて



P15 従業者同士の情報共有
…従業者間で情報共有をしっかり行うこと。
処遇改善にも関係

P17、18、39 従業者の育成計画
…計画的に外部研修の参加も含め研修を実施
研修を受けるための時間も勤務体制として確保する

P18～P22、P40～P44 外部機関との連携
…担当者会議、学校、保護者、医療機関、他事業所、地域
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５ ガイドラインについて

市の放課後等デイサービスガイドラインについて



P24 重要事項説明書

…わかりやすく、最新のもので

P25、46 障害児通所支援の取扱い

…振替利用は原則認めていない

P25～P26 苦情解決体制
55

５ ガイドラインについて

市の放課後等デイサービスガイドラインについて



P27、47、48、53 緊急時対応
…発生時に備えマニュアルの作成、周知
発生時の報告
防災訓練は定期的、かつ全員参加できるよう
事前に事業継続計画（BCP）の策定

P28、４８ 虐待防止
…国「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」
市「川崎市障害者虐た対応マニュアル」参照
基準で定める体制の構築

P30～P31、P51 身体拘束
P32、５２ アレルギー対応
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５ ガイドラインについて

市の放課後等デイサービスガイドラインについて



P8 PDCAサイクルについて

P34 アセスメントツール

P35 通所支援計画の作成

…子供の障害特性、状態像、発達過程、
ニーズ、将来に対する見通しなど利用児
の最善の利益の視点で

P56 支援記録の作成
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５ ガイドラインについて

市の放課後等デイサービスガイドラインについて



６ その他
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６
不正事案の発生防止を目的とし、事業運営の適正化を図るための体制の整備を事業者に対
して求めるものです。具体的には以下のとおりです。

「法令遵守責任者」を定める

「法令遵守規程」を整備

「業務執行の状況の監査」を実施

 事業所等職員の法令遵守を確保するための責任者
 全事業者が対象

 法令遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を
記載したもの

 事業所数が２０以上の事業者が対象

 外部監査等を実施するもの
 事業所数が１００以上の事業者が対象

◆ より詳しい内容は、次のとおり資料を掲載しておりますので御確認ください。
「障害福祉情報サービスかながわ」⇒「書式ライブラリ」⇒「３．川崎市からのお知らせ」⇒「１１．業務管理体制の整備に関するお知らせ」

業務管理体制の整備に関する届出について
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６

「障害福祉情報サービスかながわ」の書式ライブラリに掲載すると

ともに、同サイトのメーリングリストを使用して必要事項の周知を

図っております。

指定後にユーザーIDが送付されますので、サイト上から必要な情

報を登録をしてください。

「障害福祉情報サービスかながわ」について

＜メールアドレス登録に関する手順の掲載先＞

・「障害福祉情報サービスかながわ」⇒「書式ライブラリ」⇒「１０．利用マニュアル・振興会からの
お知らせ等」⇒「操作マニュアル」⇒「2021/01/25付け」

＜問合せ先＞
・社団法人かながわ福祉サービス振興会情報活用課 ＩＤ・パスワード担当

電話：045-680-5686
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独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表シ

ステム」（WAM-NET）上に、各事業所から報告された情報を掲載しています

（各事業所の義務です。）

各事業所が登録された際は、必要な情報を入力して報告してください。なお、

この情報は災害時の状況把握にも使用します。
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６ 情報公表制度について



 障害福祉情報サービスかながわのメーリングリスト
・・・ 予測される風水害については、被害発生の可能性、安全確保行動の開始等地震も含め発災後の

被害状況の把握の周知に使用

 個別のメール、電話
・・・ 実際に被害が発生した場合などに市役所に報告をするために使用

【今後利用開始予定】

WAM-NETの仕組みを利用して被害状況の報告ができるようになります。

災害時には入力フォームへのリンクを入れたメールを送信するので、被害がある場合

はフォームを通じて市に報告してください。

→各事業所で災害時に連絡窓口となる担当者と連絡先を報告してください。
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６ 災害時の情報収集手段


